
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２０ 府 省 庁 名    国土交通省      

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
新築住宅に係る税額の減額措置の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 一定の要件を満たす新築住宅に対して課する固定資産税を３年間（中高層耐火建築物である住宅は５年

間）、２分の１に減額する。 

 

 

・特例措置の内容 

 本特例の適用期限（平成 28年３月 31日）を２年延長する。 

 

 

 

 

関係条文  地方税法附則第 15条の６ 同法施行令附則第 12条第１項～第６項 

減収 

見込額 

［初年度］     －（ ▲25,601 ）  ［平年度］     －（ ▲87,519 ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 （１）政策目的 

 住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅スト

ックの形成を図る。 

 

 

 

（２）施策の必要性 

 住宅取得の初期負担を軽減する本特例措置により、住宅ストックの更新を通じた住宅の耐震化等を推進す

るとともに、国民一人一人が無理のない負担で安心して選択できる住宅市場を実現する必要がある。 

 

 

 

 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

住生活基本計画（平成 18年９月 19日閣議決定、平成 23年３月 15日閣議決定（全部変更））

では、「国民一人一人が、それぞれの価値観、ライフスタイルやライフステージに応じ、･･･、

無理のない負担で安心して選択できる住宅市場の実現を目指す」ことが位置付けられている。 

また、「大規模な地震時等において危険な住宅及び住宅市街地の安全性の確保等により、安全・

安心な住宅及び居住環境の整備を図る」ことが位置付けられている。 

 

（政策評価体系における位置づけ） 
政策目標１ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進 

施策目標１ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る 

業績指標１ 最低居住面積水準未満率 

    ２ 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

 
政策目標４ 水害等災害による被害の軽減 

施策目標 11 住宅・市街地の防災性を向上する 

業績指標 54 多数の者が利用する一定の建築物及び住宅の耐震化率 

政策の 

達成目標 

住生活基本計画（平成 18年９月 19日閣議決定、平成 23年３月 15日閣議決定（全部変更））

において、以下のとおり定められている。 

・最低居住面積水準未満率 

4.3％（平成 20年）→早期に解消 

 

・子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

  全国  ：40％（平成 20年）→50％（平成 27年） 

  大都市圏：35％（平成 20年）→50％（平成 32年） 

 

・新耐震基準（昭和 56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの比率 

  79％（平成 20年）→95％（平成 32年） 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

２年間 

同上の期間中

の達成目標 
政策の達成目標と同じ 

政策目標の 

達成状況 

・最低居住面積水準未満率：4.2％（平成 25年） 

 

・子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

  全国  ：41.9％（平成 25年） 

大都市圏：37.3％（平成 25年） 

 

・新耐震基準（昭和 56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの比率 

：82％（平成 25年） 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 
657,943件（過去５年の適用実績の平均による） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

持家・賃貸を含めた住宅ストックの耐震性の向上等を図るため、取得費用及び固定資産税評

価額が高額である新築住宅を取得する際の初期費用を軽減することが必要である。 
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相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

― 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

― 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

本特例は一定の質的要件を満たす住宅について、その取得費用等を安定的に支援するもので

あり、同様の政策目的に係る他の支援措置はない。 

要望の措置の 

妥当性 

新築住宅を取得する大半の者を対象とする支援措置であり、個別に補助金の申請手続を求め

て交付するよりも減税措置を講じる仕組みの方が国民、行政双方にとって負担の軽減の観点か

ら優れている。 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

本特例の新規適用実績（適用件数、軽減額） 

        地方税法附則第 15条の６第１項   地方税法附則第 15条の６第２項 

 平成 21年度  520,024 (戸)  22,789（百万円）  324,331 (戸)  15,892（百万円） 

平成 22年度  448,220 (戸)  19,432（百万円）  240,973 (戸)  11,301（百万円） 

平成 23年度  394,485 (戸)  16,330（百万円）  182,700 (戸)   8,116（百万円） 

平成 24年度  385,772 (戸)  15,682（百万円）  186,000 (戸)   7,846（百万円） 

平成 25年度  399,741 (戸)  16,411（百万円）  207,468 (戸)   9,190（百万円） 

 「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

① 適用総額の種類 

税額 

② 適用実績 

97,089,140（千円） 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

誘導居住面積水準達成率の向上（46.5％（H10）→59.2％（H25））に寄与している。 

前回要望時の 

達成目標 

住生活基本計画（平成 18年９月 19日閣議決定、平成 23年３月 15日閣議決定（全部変更））

において、以下のとおり定められている。 

・最低居住面積水準未満率 

4.3％（平成 20年）→早期に解消 

 

・子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

  全国  ：40％（平成 20年）→50％（平成 27年） 

  大都市圏：35％（平成 20年）→50％（平成 32年） 

 

・新耐震基準（昭和 56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの比率 

  79％（平成 20年）→95％（平成 32年） 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

目標達成に向けて更なる努力が必要であるものの、住生活基本計画に基づき、引き続き居住

水準の向上を目指す。 

これまでの要望経緯 

昭和 27年度 創設（通達） 

昭和 38年度 創設（法律） 

昭和 56、60、平成 10、12年度 拡充 

昭和 50、54、57、60、63、平成３、５、８、10、12、14、16、18、20、22、24、26年度 延長 
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